
 
 
 
 
 
１（１）企業・団体等における女性の参画の促進                        ２（１）雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

施策 具体的な取組 主な事業 

○企業・団体等への 

啓発 

 

企業や各種団体等に対する周知・啓発に取

り組むとともに、セミナー等を通じて実践

的方策の提案を行います。 

■かなざわ女性活躍推進会議の 
設置 

○女性キャリア形成 

への支援 

女性が個性と能力を充分に発揮し、キャリ

アを形成するための情報提供等を行うとと

もに、セミナーの開催や多職種間・異業種

間の交流の場の提供に努めます。 

■女性活躍公開講演会・交流会 

○女性のエンパワー 

メントの支援 

女性の活躍を支援するため、女性の健康や

能力開発に関する講座等を開催します。 ■男女共同参画支援セミナー 

 
１（２）地域団体における女性の参画の促進 

 
                  ３（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 
        

 

 

        

       

 

１（３）行政分野における女性の参画の拡大 
施策 具体的な取組 主な事業 

○審議会等委員への 

女性の参画の推進 

市の審議会等の委員の選任にあたっては、

候補者の人材リストを提供するとともに、

あて職の見直しなどに努めます。 

■市の審議会等における女性委員
参画拡大への働きかけ 

○女性職員の役職への 

登用 

女性職員のキャリア支援などの人材育成を

行い、能力開発を推進するとともに、積極

的な登用を図ります。 

■人材育成基本方針に基づく女性
職員の積極的登用 

○女性活躍推進法に 

基づく本市特定事業 

主行動計画の推進 

行動計画に基づく取り組みを推進し、 

毎年度、その結果を公表します。 
■女性活躍推進法に基づく金沢市

特定事業主行動計画の推進 

○市民対話の推進 

女性の市政への参画促進に向けて、さまざ

まな課題について市民と行政が語り合える

機会を設けます。 

■女性の市政参加促進に向けた
「市長と語る会」への参加 

施策 具体的な取組 主な事業 

○男女雇用機会均等法

等の定着促進 

企業等に対して男女雇用機会均等法の

普及・啓発を図るとともに、正規雇用

への転換を促進します。 

■正規雇用転換促進奨励金（改） 

○企業・団体等への 

ポジティブ・アクシ 

ョン導入の啓発 

男女間の格差の解消や女性の管理職登

用などポジティブ・アクションの導入

について事業主に働きかけます。 

■快適トイレ設置工事の実施 

○女性活躍推進法に 

基づく一般事業主行動

計画策定の推進 

女性が活躍できる職場環境の整備を図

るため、制度周知や策定に向けた助言

等を行います。 

■かなざわ女性活躍推進会議の 
設置（再掲）     

○労働相談窓口の充実 

雇用における差別の解消や就業条件の

整備に向けた相談体制の充実を図りま

す。 

■労働相談窓口の開設 

施策 具体的な取組 主な事業 

○町会、公民館、 

ＰＴＡなどの地域 

団体への啓発 

運営方法の工夫など、性別に関わらず誰

もが地域活動に参画できるよう働きかけ

ます。 

■地域型男女共同参画人材育成   
講座 

○女性リーダーの育成 

男女共同参画に関する全国女性会議等への

派遣や情報の発信を通じて地域における女

性リーダーを育成します。 

■男女共同参画に関する全国会議
等への市民の派遣 

施策 具体的な取組 主な事業 

○企業の経営者及び管

理職等への意識啓発 

経営者・管理職等に対して時間外労働

の削減等の働き方改革に向けた意識啓

発や実践的方策の提供を行います。 

■金沢版働き方改革普及啓発 
プロジェクト事業 

○労働者への意識啓発 
働き方の見直しに向けた意識啓発を行

います。 
■男性の家事・育児と仕事の両立

支援事業の実施（新） 

○男性の育児・介護 

休業等の取得促進 

男性が積極的に育児・介護休業等を取

得するよう支援するとともにあらゆる

機会を通じて意識啓発を行います。 
■男性育児休業取得促進奨励金 

○市職員に対する仕事 

と育児・介護の両立 

推進 

市職員に対し、仕事と育児・介護の両

立支援制度を周知し、各制度の利用を

促進します。 

■金沢市職員次世代育成支援プラ
ンの推進、仕事と介護両立支援
制度の周知及び取得しやすい  
環境醸成 

金沢市男女共同参画推進行動計画「かなざわ未来 奏
かな

でプラン 2023」（素案抜粋） 
※施策の方向のうち、重点項目について令和５年度の主な事業を掲載したもの 

基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性の参画の拡大 

【成果指標】 

・管理的職業従事者に占める女性の割合       ・・・２０％（Ｒ７） 

・地域の役員等に占める女性の割合 

 ①町会長 ②公民館長 ③ＰＴＡ会長（小中学校）  ・・・①②③とも１０％ 

・市の審議会等における女性委員の割合       ・・・４０％以上、６０％以下 

・正規従業員等に占める女性の割合         ・・・５０％ 

・男性従業員の育児休業取得率           ・・・３０％ 

資料３－１ 



 
 
５（２）配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進                  ８（２）男性や若い世代の男女共同参画の理解促進 

施策 具体的な取組 主な事業 

○啓発の推進 

市民に対し、「暴力は決して許されるも

のではない」という意識づくりを推進

します。 

■オレンジ・パープルリボンキャ
ンペーンの実施 

地域や企業における見守りやＤＶ防止

の機運を高めるため、地域団体、企業

等を対象とした講座等を実施します。 

■ＤＶ防止講演会・シンポジウム
等の開催 

○被害者の安全確保 

から自立に向けた 

支援の実施 

・緊急時におけるＤＶ被害者の安全を確保

し、必要に応じて一時保護につなげます。 
■ホテル等を活用した緊急避難場

所の提供 

被害者が自立して新しい生活を始めるため

関係機関と連携し、住居の確保をはじめ、

生活の安定、就業等に関する社会資源の情

報提供を行います。 

■ＤＶ庁内連絡会の開催  

○配偶者暴力相談支援

センターの機能強化 

金沢市女性相談支援室の相談体制等の

充実を図るとともに、関係機関との連

携を強化します。 

■オンライン女性相談（新）  

■ＤＶ庁外ﾈｯﾄﾜｰｸ会議の開催 

○相談窓口の周知の 

徹底 

市のホームページに相談窓口を掲載す

るとともに、啓発リーフレットや相談

窓口カード等をあらゆる機関に配布

し、窓口の周知を徹底します。 

■ＳＮＳによる相談窓口の周知

（改） 

 

６（３）災害対策における男女共同参画の推進 
 

施策 具体的な取組 主な事業 

○男性や若い世代に対

する意識啓発 

男性や若い世代の関心が高い分野を取

り上げた講座の開催やＳＮＳ等を活用

した周知により、意識啓発に取組みま

す。 

■SNS による男女共同参画情報の

発信（改） 

■男性の家事・育児と仕事の両立

支援事業の実施（新）（再掲） 

○高等教育機関と連携

した啓発 

性別に偏りがある分野への参画拡大を

図るため、市内の大学・短大等と連携し

た啓発事業を行います。 

■人権問題講演会／パネルディス

カッションを市内大学生ととも

に開催（改）  

施策 具体的な取組 主な事業 

○男女共同参画の視点

を取り入れた防災 

体制の充実 

災害時に生じる諸問題の解決に向け

て、女性の意見を反映し、男女共同参

画の視点を取り入れた防災計画づく 

りなど防災対策に取り組みます。 

■金沢市防災会議における女性 
委員の選任 

○地域防災活動におけ

る女性の活躍の促進 

地域防災力の向上を図るため、婦人

（女性）防火クラブの活性化とコミュ

ニティ防災士や消防団における女性の

活躍を促進します。 

■地域防災における女性活躍促進  
・女性消防団員の活動支援 

・子ども婦人防火委員会の運営 

・婦人(女性)防火クラブ育成 

・女性コミュニティ防災士の育成  

基本目標Ⅱ 安全・安心な暮らしの実現 

【成果指標】 

・ＤＶ被害を受けた人のうち相談した人の割合 

 ①配偶者からの暴力 ②交際相手からの暴力   ・・・①②とも５０％ 

・女性コミュニティ防災士育成数       ・・・６７０人（Ｒ９） 

基本目標Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた意識改革 

【成果指標】 

・「男は仕事、女は家庭」という考え方に賛成しない人の割合  

①全体 ②１８～３９歳               ・・・①７０％ ②８０％ 

・社会全体において男女の地位が「平等である」と感じる人の割合  

①全体 ②１８～３９歳                ・・・①②とも５０％ 

 


